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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，日本鉱業協会

（JMIA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべき

との申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これ

によって，JIS M 8127:1994 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 M 8127：2025 
 

鉱石中のすず定量方法 
Ores-Methods for determination of tin 

 

1 適用範囲 

この規格は，鉱石中のすず定量方法について規定する。ただし，他の日本産業規格によってすず定量方

法が規定されている鉱石には適用しない。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS M 8120 鉱石－分析方法通則 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS M 8120 の箇条 3（用語及び定義）による。 

4 一般事項 

分析に共通な一般事項は，JIS M 8120 の箇条 4（一般事項）及び箇条 9（安全衛生）による。 

5 試料の採取，調製，取扱い及びはかり方 

試料の採取，調製，取扱い及びはかり方は，JIS M 8120 の箇条 6（試料の採取，調製，取扱い及びはか

り方）による。 

6 分析値のまとめ方 

6.1 一般 

分析値のまとめ方は，6.2 及び 6.3 によるほか，JIS M 8120 の箇条 7（分析値のまとめ方）による。 

6.2 分析回数 

分析は，同一分析用試料について併行条件で 2 回実施する。 


